
株式交換に係る事前開示書面 

（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条の定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 5 月 30 日 

株式会社モバイルファクトリー 
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2023 年 5 月 30 日 

簡易株式交換にかかる事前開示書面 

 

      東京都品川区東五反田五丁目 22 番 33 号 

     株式会社モバイルファクトリー 

                  代表取締役 宮嶌 裕二 

 

当社は、2023 年 5 月 30 日付で当社及びSuishow株式会社（以下「Suishow」といいます。）の間

で締結した株式交換契約に基づき、当社を株式交換完全親会社、Suishowを株式交換完全子会社とす

る株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことといたしました。つきましては、会社法

第 794 条第 1項及び会社法施行規則（以下「施行規則」といいます。）第 193 条の規定に従い、下記

のとおり、株式交換契約の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととしま

す。 

 

1 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

別紙 1 のとおりです。 

 

2 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（施行規則第 193 条第 1号） 

別紙 2 のとおりです。 

 

3 会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（施行規則第 193 条第 2号） 

該当事項はありません。 

 

4 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（施行規則第 193 条第 3 号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 3 のとおりです。 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときの当該臨時計算

書類等の内容 

該当事項はありません。 

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象が生じたときのその内容 

該当事項はありません。 

 

5 株式交換完全親会社において、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときのその内容（施行規則第 193

条第 4 号） 

該当事項はありません。 
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6 株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務（会社法第 799 条第１項の

規定により株式交換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）

の履行の見込みに関する事項（施行規則第 193 条第 5号） 

本株式交換について会社法第799条第１項の規定により異議を述べることができる債権者はお

りませんので、該当事項はありません。 

 

以 上 
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別紙 1（株式交換契約） 

 

 

株式交換契約書 

 

株式会社モバイルファクトリー（以下「甲」という。）とSuishow株式会社（以下「乙」という。）

は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（株式交換） 

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会

社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換により乙の発行済株

式（ただし、甲が保有する乙の株式を除く。）の全部を取得する。 

 

第 2 条（本株式交換の当事者の商号及び住所） 

  甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。 

  甲 商号 株式会社モバイルファクトリー 

    住所 東京都品川区東五反田五丁目 22 番 33 号 

  乙 商号 Suishow株式会社 

    住所 東京都武蔵野市吉祥寺東町 2 丁目 21 番 8 号 

 

第 3 条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当てに関する事項） 

1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生の直前時における乙の株主名簿に記載又は

記録された株主（ただし、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対して、その保有する

乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式の合計数に 90 を乗じた数の甲の普通株式を

交付する。 

2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式 1株につき、

甲の普通株式 90 株の割合をもって割り当てる。 

3. 前二項に基づいて本割当対象株主に甲が割当交付しなければならない甲の普通株式の数に1株

に満たない端数が生じる場合には、会社法第 234 条その他関係法令の定めに従い処理する。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金の額に関する事項） 

本株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規定に従

い甲が別途適当に定める金額とする。 

 

第 5 条（効力発生日） 

本株式交換が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2023 年 6 月 21 日とする。た

だし、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙は協議のう

え、これを変更することができる。 
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第 6 条（株式交換契約の承認決議） 

1. 甲は、本株式交換について、会社法第 796 条第 2項に定める簡易株式交換の規定により、本契

約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものとする。 

2. 乙は、効力発生日の前日までに、株主総会を開催し、本契約及び本株式交換に必要な事項に関

する承認を受けるものとする。 

 

第 7 条（会社財産の管理等） 

乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、それぞれ善良な管理者の注意をもって、通常の範

囲内で自らの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響

を及ぼし得る行為については、本契約において別途定める場合を除き、あらかじめ甲乙協議し合

意のうえ、これを行う。 

 

第 8 条（株式交換契約の効力） 

本契約は、効力発生日の前日までに、第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の承認が得られなか

った場合、又は、本株式交換に関して法令に定める関係官庁等の承認等が得られなかった場合に

は、その効力を失う。 

 

第 9 条（本株式交換の条件等の変更及び本契約の解除） 

本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の

財産若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が

発生した場合等、本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲乙協議し合意のうえ、本株式

交換の条件等を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 10 条（本契約に定めのない事項） 

本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議

のうえ、これを定める。 

 

第 11 条（管轄裁判所） 

 甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とすることにつき合意する。 
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本契約の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1通を保有する。 

 

2023 年 5 月 30 日 

 

 

    甲  東京都品川区東五反田五丁目 22 番 33 号 

       株式会社モバイルファクトリー 

       代表取締役 宮嶌 裕二 

 

 

    乙  東京都武蔵野市吉祥寺東町 2 丁目 21 番 8 号 

       Suishow株式会社 

       代表取締役 片岡 夏輝 
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別紙 2（株式交換に際して交付する株式の数またはその数の算定方法およびその割当ての相当性に

関する事項） 

 

1. 本株式交換に係る割当ての内容 

会社名 当社 

（株式交換完全親会社） 

Suishow 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率（株式交換比率） 1 90 

本株式交換により交付する株式数 当社普通株式：180,000 株 

（注１）株式の割当比率 

当社は、Suishowの普通株式 1 株に対して当社の普通株式 90 株を割当交付いたします。 

（注２）本株式交換により交付する当社の株式数 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換の直前時におけるSuishowの株主に対して、その保有

するSuishow株式に代えて、上記表の本株式交換比率に基づいて算出した数の当社普通株式

180,000 株を割当交付いたします。なお、本株式交換に際して交付する当社株式は、全て当社が

保有する自己株式により充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。 

 

2. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交換に係る株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確保するため、

当社及びSuishowから独立した第三者算定機関である稲垣大輔公認会計士事務所に、当社及び

Suishowの株式価値並びに株式交換比率の算定を依頼しました。 

当該株式交換比率が妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至

ったため、当社取締役会及びSuishowの取締役決定に基づき、当事会社間で本株式交換契約を

締結することに合意いたしました。 

 

（２）算定に関する事項 

① 算定機関の名称並びに当社及びSuishowとの関係 

稲垣大輔公認会計士事務所は、当社及びSuishowからの関連当事者には該当せず、本株式交

換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。 

 

② 算定の概要 

当社株式については、当社が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在

することから、市場株価法（2023 年 5 月 29 日を算定基準日とし、算定基準日の終値、並びに

算定基準日を含む直近１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各期間の終値の単純平均法に基づき

算定）を用いて算定いたしました。 

当社株式の１株当たり株式価値の評価レンジは以下のとおりであります。 

算定方式 算定結果 

市場株価法 883 円～895 円 

 

Suishow株式については、非上場会社であるため、市場株価が存在せず市場株価法は採用で
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きないものの、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウント・キャッシュ・

フロー法（以下「DCF法」）を採用いたしました。 

なお、DCF法において使用したSuishowの事業計画について、大幅な増減益を見込んでいる事

業年度があります。Suishowは 2021 年５月に設立されたスタートアップ企業であり、直近事業

年度である 2022 年３月期実績においては当期純損失を計上し、2023 年３月期においても同様

に当期純損失が見込まれておりますが、2022 年 10 月にサービスを開始した位置情報共有SNS

「NauNau」が 2023 年 5 月 15 日現在で 400 万ダウンロードを突破するなど人気を集めておりま

す。また、「NauNau」と当社グループの提供する「駅メモ！」シリーズの位置情報を活用した送

客サービス「ダイレクトスポットアド」を 2024 年にリリースすることを予定しております。

「ダイレクトスポットアド」はご希望のお店や施設、イベント会場などへの人流創出を支援す

るサービスであり、今後の広告モデルによる収益拡大と将来性が見込まれることから、算定結

果は妥当であると判断しております。 

DCF法に基づき算定されたSuishowの１株当たり株式価値の評価レンジは以下のとおりであ

ります。 

算定方式 算定結果 

DCF法 69,598 円～107,691 円 

 

3. 交換対価として株式交換完全親会社の株式を選択した理由 

当社の株式は東京証券取引所に上場されており、換価が容易であるため、Suishowの株主の利益

への配慮から、選択しております。 

 

4. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規定に従

って、当社が適当と定める金額とします。かかる扱いは、法令並びに当社及びSuishowの資本政策

に鑑み、相当であると考えております。 



- 9 - 

別紙 3（株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 
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